
広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
っ
て
、
事
業
の
認
定
を
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
日 

広
島
県
知
事  

横 
 

田 
 

美 
 

香 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

庄
原
市 

二 

事
業
の
種
類 

 
 

庄
原
市
東
城
子
育
て
支
援
施
設
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

 

１ 

収
用
の
部
分 

 
 
 

広
島
県
庄
原
市
東
城
町
川
東
地
内 

 

２ 

使
用
の
部
分 

 
 
 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ 

 

 

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

庄
原
市
東
城
子
育
て
支
援
施
設
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
現
「
東
城
子
育

て
支
援
施
設
」
で
実
施
し
て
い
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
と
合

わ
せ
、
現
「
帝
釈
子
育
て
支
援
施
設
」
で
実
施
し
て
い
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
と
の
二
施
設
、

三
事
業
の
一
体
的
な
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
（
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
の
う
ち
、

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
及
び

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
）
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
庄
原
市
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
本
件
事
業
に
係
る
財
源
措
置
を
講

じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

㈠ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

本
件
事
業
は
、
現
「
東
城
子
育
て
支
援
施
設
」
及
び
現
「
帝
釈
子
育
て
支
援
施
設
」
を
移
転
し
、

一
体
的
な
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

現
「
東
城
子
育
て
支
援
施
設
」
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
家
建
て
の
昭
和
五
十
一
年
に
建
設

さ
れ
た
施
設
で
、
建
設
か
ら
四
十
九
年
経
過
（
耐
用
年
数
四
十
七
年
）
し
、
耐
震
性
が
な
く
、
機
能



性
が
低
く
、
老
朽
化
し
て
い
る
と
と
も
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
児
童
の
多
く
が
通
う
庄
原

市
立
東
城
小
学
校
か
ら
の
登
所
経
路
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
な
ど
、
児
童
の
登

所
時
の
安
全
な
通
行
が
確
保
で
き
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
。 

ま
た
、
現
「
帝
釈
子
育
て
支
援
施
設
」
は
、
発
達
支
援
に
特
化
し
た
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

を
実
施
し
て
い
る
が
、
木
造
平
家
建
の
平
成
元
年
に
建
設
さ
れ
た
施
設
で
、
建
設
か
ら
三
十
六
年
経

過
（
耐
用
年
数
二
十
二
年
）
し
、
機
能
性
が
低
く
、
老
朽
化
し
て
い
る
と
と
も
に
、
冬
季
に
積
雪
が

多
い
地
域
に
あ
り
、
積
雪
時
利
用
の
利
便
性
を
欠
い
て
い
る
状
態
に
あ
る
。 

本
件
事
業
は
、
庄
原
市
立
東
城
小
学
校
付
近
の
市
街
地
に
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本
件
事

業
の
完
成
に
よ
り
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
で
定
め
る
耐
震
基
準
に
適

合
す
る
と
と
も
に
、
老
朽
化
の
解
消
、
利
用
者
の
安
全
性
と
利
便
性
の
確
保
及
び
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
受
け
入
れ
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。 

㈡ 

失
わ
れ
る
利
益 

本
件
事
業
が
生
活
環
境
等
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
周
辺
は
保
育
所
、
小
学
校
、
市
役
所
支
所
、

商
業
施
設
等
が
存
す
る
地
域
で
あ
る
た
め
、
工
事
施
行
の
際
に
は
周
辺
環
境
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
完
成
後
は
、
周
辺
施
設
と
比
べ
て
特
に
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
大
き
い
施
設
で
は
な

い
た
め
、
生
活
環
境
へ
の
影
響
は
軽
微
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
に
お
い
て
、
絶
滅
の
恐
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す

る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
指
定
さ
れ
る
希
少
な
野
生
動
物
の
生
息
及
び
植
生
に
つ

い
て
、
「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
生
物
（
「
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
ひ
ろ
し
ま
二
〇
二
一
」
）
」

を
基
に
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

さ
ら
に
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
も
存

在
せ
ず
、
起
業
者
が
特
別
な
保
全
措
置
を
要
す
る
文
化
財
等
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈢ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
自
治
振
興
セ
ン
タ
ー
北
側
案
（
以
下
「
申
請
案
」
と

い
う
。
）
の
ほ
か
、
書
店
北
側
案
及
び
現
「
東
城
子
育
て
支
援
施
設
」
案
の
三
案
で
検
討
が
行
わ
れ

て
い
る
。
申
請
案
と
他
の
二
案
を
比
較
す
る
と
、
申
請
案
の
周
辺
は
公
共
施
設
が
集
積
し
て
お
り
、

周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
軽
微
で
あ
る
。
ま
た
、
全
て
の
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
て
お
り
安
全
な
移

動
も
確
保
さ
れ
、
事
業
費
が
最
も
低
額
と
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な

面
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
申
請
案
が
最
も
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比

較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 



 
４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

㈠ 

３
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
「
東
城
子
育
て
支
援
施
設
」
は
、
耐
震
性
が
な
く
、
機
能
性
が
低

く
、
老
朽
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
「
帝
釈
子
育
て
支
援
施
設
」
は
、
機
能
性
が
低
く
、
老
朽
化
し

て
い
る
と
と
も
に
、
積
雪
時
利
用
の
利
便
性
を
欠
い
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
本
件
事
業
の
施
行
に
よ

り
、
庄
原
市
立
東
城
小
学
校
付
近
の
市
街
地
に
整
備
さ
れ
、
建
築
基
準
法
で
定
め
る
耐
震
基
準
に
適

合
す
る
と
と
も
に
、
老
朽
化
の
解
消
、
利
用
者
の
安
全
性
と
利
便
性
の
確
保
及
び
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
受
け
入
れ
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施

行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈡ 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限

の
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈢ 

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
す
べ
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
の
範
囲
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
法
第
二
十

条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
  

庄
原
市
役
所
東
城
支
所
地
域
振
興
室 


